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　役場の代表電話は�（84）１１１１です　

■
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
が 

見
ら
れ
な
い
方
へ 
（
総
務
課
）

　

７
月　

日
を
も
ち
ま
し
て
ア
ナ
ロ

２４

グ
放
送
か
ら
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
へ

切
り
替
え
に
な
り
ま
し
た
。

　

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
が
見
ら
れ
な

い
方
は
、
地
デ
ジ
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

（
電
話
０
５
７
０
‐
０
７
‐
０
１
０
１
）

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
五
霞
町
役
場
玄
関
入
口
に

お
い
て
『
地
デ
ジ
臨
時
相
談
コ
ー
ナ

ー
』
を
８
月　

日
ま
で
の
毎
週
金
曜

２６

日
午
前　

時
か
ら
午
後
４
時
ま
で
開

１０

設
し
て
お
り
ま
す
の
で
お
立
ち
寄
り

く
だ
さ
い
。

■
役
場
職
員
の
人
事
異
動
が

あ
り
ま
し
た 

（
総
務
課
）

　

７
月
１
日
付
で
、
役
場
職
員
課
長

級
の
人
事
異
動
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、

次
の
と
お
り
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

【
健
康
福
祉
課
】

　

課
長　

斉
藤
幸
久（
教
育
委
員
会
）

【
議
会
事
務
局
】

　

局
長　

中
島
秀
吉（
健
康
福
祉
課
）

【
教
育
委
員
会
】

　

次
長　

須
賀　

弥（
議
会
事
務
局
）

※
（　

）
内
は
、
旧
所
属
課
名
で
す
。

■
○福
 

受
給
者
証
の
更
新
は
お

済
み
で
す
か
？ 
（
町
民
税
務
課
）

　

６
月
に
新
し
い
○福
 

受
給
者
証
の
更

新
（
乳
幼
児
・
妊
産
婦
を
除
く
）
を

行
い
ま
し
た
が
、
ま
だ
引
き
換
え
手

続
き
の
済
ん
で
い
な
い
方
は
、
医
療

費
の
給
付
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
速
や
か
に
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

町
民
Ｇ
（
内
線
３
０
０
）

■
国
民
年
金
保
険
料
に
は
免

除
制
度
が
あ
り
ま
す 

 

（
町
民
税
務
課
）

　

保
険
料
の
免
除
制
度
は
、
全
額
免

除
制
度
と
３
段
階
の
一
部
免
除
（
2

分
の
１
免
除
・
４
分
の
１
免
除
・
４
分

の
３
免
除
）
に
な
っ
て
い
ま
す
。（
表
１

参
照
）

　

納
付
す
る
月
々
の
保
険
料
額
は
次

の
と
お
り
で
す
。（
平
成　

年
度
）

２３

４
分
の
１
免
除　

１
１，
２
７
０
円

２
分
の
１
免
除　
　

７，
５
１
０
円

４
分
の
３
免
除　
　

３，
７
６
０
円

　

こ
れ
ら
の
制
度
を
ご
利
用
い
た
だ

く
場
合
に
は
、
ご
本
人
、
配
偶
者
、

世
帯
主
の
前
年
所
得
が
、
そ
れ
ぞ
れ

一
定
の
基
準
額
以
下
で
あ
る
こ
と
が

条
件
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
一
部
免
除
を
受
け
た
場
合

に
、
納
付
す
べ
き
一
部
保
険
料
が
未

納
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
一
部
免
除

が
無
効
と
な
り
、
老
齢
・
障
害
・
遺

族
の
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
期
間
に

は
含
ま
れ
ま
せ
ん
の
で
、
必
ず
一
部

保
険
料
を
納
付
し
て
い
た
だ
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。

○
対
象
期
間　

７
月
か
ら
翌
年
６
月

○
年
金
額（
平
成　

年
４
月
分
か
ら
）

２１

　

全
額
免
除
期
間
分　
　
　

１
／
２

　

４
分
の
３
免
除
期
間
分　

５
／
８

　

２
分
の
１
免
除
期
間
分　

６
／
８

　

４
分
の
１
免
除
期
間
分　

７
／
８

　

こ
の
ほ
か
猶
予
ま
た
は
免
除
の
制

度
と
し
て
、
次
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

▼
「
若
年
者
猶
予
制
度
」　

歳
未
満

３０

の
方
の
保
険
料
が
猶
予
（
所
得
審
査

あ
り
）

▼
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
学
生
の

方
の
保
険
料
が
猶
予
（
所
得
審
査
あ

り
）

▼
「
法
定
免
除
」
障
害
年
金
や
生
活

保
護
法
の
生
活
扶
助
を
受
給
し
て
い

る
方
の
保
険
料
が
免
除

　

免
除
ま
た
は
猶
予
さ
れ
た
保
険
料

に
つ
い
て
、
将
来
受
け
取
る
年
金
額

が
少
な
く
な
ら
な
い
よ
う
、　

年
以

１０

内
に
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
場
合
、
承
認
さ
れ
た
期
間
の
翌

年
度
か
ら
起
算
し
て
３
年
度
目
以
降

に
納
付
す
る
場
合
は
、
経
過
し
た
年

数
に
応
じ
て
一
定
の
加
算
額
が
加
わ

り
ま
す
。

※
任
意
加
入
被
保
険
者
は
対
象
と
な

り
ま
せ
ん
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

町
民
Ｇ
（
内
線
２
３
０
）

　

下
館
年
金
事
務
所

　
�
０
２
９
６　

０
８
１
１

（２５）

■
個
人
事
業
税
第
１
期
分
の

納
付
に
つ
い
て 
（
町
民
税
務
課
）

　

個
人
で
事
業
を
行
わ
れ
て
い
る
方

は
、
一
定
の
所
得
を
超
え
た
場
合
に
、

個
人
事
業
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

個
人
事
業
税
は
原
則
と
し
て
２
回

に
分
け
て
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、

第
１
期
分
の
納
税
通
知
書
を
８
月
中

旬
に
送
付
し
ま
す
の
で
、
８
月　

日
31

�
の
納
期
限
ま
で
に
必
ず
納
付
願
い

ま
す
。
納
税
に
便
利
な
口
座
振
替
制

度
も
あ
り
ま
す
。
詳
細
は
、
茨
城
県

筑
西
県
税
事
務
所
境
支
所
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

茨
城
県
筑
西
県
税
事
務
所
境
支
所

　
�
　

１
１
２
０

（８７）

お
知
ら
せ

ごごかかのの
おお知知ららせせ

（№���）

広 告

（表１）全額免除・一部免除の世帯構成別の所得基準の「めやす」

一部免除
全額免除世帯構成

１／４免除１／２免除３／４免除

３３５万円２８２万円２３０万円１６２万円４人世帯
（ご夫婦、お子さん２人）

２４７万円１９５万円１４２万円９２万円２人世帯
（ご夫婦のみ）

１８９万円１４１万円９３万円５７万円単身世帯
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